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エネルギー輸送と貯蔵

一般炭の安定供給(特に中小口ﾕー ザ向け）
AStabilizedSupplyoftheSteamCoal

1．はじめに

石炭の燃焼特性は重油に比べて劣っており，これを

社会のニーズ適合性に合致し，かつ重油に匹敵させる

には石炭の入手，加工，燃焼及び公害防止等重油にな

い多くの問題いわゆる石炭デメリットを克服しなけ

ればならない．

電力，セメント業界のようなエネルギー多消費業界

では，スケールメリットによりこれらの石炭デメリッ

トを一企業内で比較的容易に克服し，石炭転換をほぼ

完了している．今後これらの業界の石炭需要量は，生

産の増大により拡大され，特に問題になる点はない段

階にきている．

一方，一企業当りエネルギー消費量の少ない一般産

業においては，これらの石炭デメリットを一企業内で

克服するには，技術的・経済的な問題もあるが，なか

でも大きな問題は，適炭（炉に適した石炭）の安定供

給体制（流通機構の整備）が確立していないことであ

る．

2．流通機構の整備

流通は需要と供給を結ぶものであり，かっては需要

が供給を創るといわれていたが，一般産業の石炭転換

の場合は供給（流通機構の整備）が需要を開発する面

が多分にあることに留意しなければならない．すなわ

ち，供給が先行しなければ一般産業の石炭需要は発生

し難い．しかしながら,CCS炭,CWMのように高度

に加工された石炭を供給するには，ある規模の需要が

まとまっていなくては企業としてなりたたない，ここ

に中小口ユーザへの石炭流通の困難性がある．

3．流通機構整備の必要条件

物流の原動力は「もの」があり，それを必要とする
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人が存在することである．その原動力を増大するには，

｢もの」をより一層それを必要とする人に魅力ある

｢もの」にすることである．その魅力とは，品質であ

り，供給の安定性であり，便利さであろう．石炭の場

合，求める品質の石炭が安定かつ安価に必要量が随時

入手可能で，出来得れは石炭燃焼後の石炭灰の処理か

らの解放であろう．

3．1大量取扱い

今後使用される石炭は殆んど海外炭である．この石

炭を輸入するには，大量に取り扱うことにより石炭購

買の交渉力（バーゲニングパワー）を増大させなけれ

ばならない．

また，石炭は取り扱いが煩雑で輸送費が石炭価格に

比して高い．このような石炭を輸入するには，大型船

による大量輸送により，輸送費の低減を図らなければ

ならない．

表1は船型による輸送費を比較したものである．こ

の表で大型船による輸送がいかに有利であるかがわか

る．たごし，船が大型になれば集荷，港湾施設の問題

があり，いわゆる小廻りがきかない不便さが生じるの

で，一般的には豪州からの輸入では6万トン型が，ま

た南アフリカのように遠距離になると,10万トン～15

万トン型が経済的であると言われている．

表1専用船の大型化による経済性比較

豪 州
NEWCASTLE

米 国 西 岸
LOSANGELS

南 ア メ リ カ
RICHARDSBAY

2万

トン型

173

185

189

3万

トン型

141

149

149

4.5万

トン型

123

125

126

6万

トン型

100

100

100

10万

トン型

67

71

72

13万

トン型

60

63

64

15万

トン型

56

59

60

出所：海外炭問題懇談会専門委員会
注）6万トン型を100とした場合の指数による比較

3．2貯炭

貯炭は供給の安定を担保するものであり，流通機構

整備上の起点である．特に海外炭を対象とする場合，
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産炭国のストライキ，炭鉱災害等による供給の途絶に

対処するため，月販売量の2～3倍が必要とされてい

る．

貯炭は流通確保の面から多い方が望ましいが，在庫

金利及び保管コストの低減の点から少ない方が良い．

この対策として，石炭ソースの分散化，石炭の業者間

融通等により貯炭量の減少を図り，かつ供給の安定に

努めなければならない．

中小口ユーザでは，用地の面から工場貯炭を極力減

少しなければならない．特にCCS,CWM等の高度に

加工された石炭では1～2日分のサイロ貯炭がせいぜ

いで，これは貯炭と言うよりはむしろ炉への円滑な送

入の一工程と見なされるものである．

3．3品質の調整

石炭は長い地質時代を一貫して固相状態であり，構

成分子がよく混合しておらず，同じ化石燃料でありな

がら石油が均質であるのに反し，石炭は極めて不均質

な物質で，一口に石炭と言っても，その性状は千差万

別であると云っても過言ではない．

従って石炭を効率よく燃焼するためには石炭の特性

に適した燃焼方式や，ボイラの構造を選択する必要が

あり，大型石炭焚ボイラではおおむねこの方法が採用

されている．

しかしながら，中小型ボイラでは，大型ボイラに比

べ石炭が燃えにくいこと，公害対策設備等のボイラ本

体に対する割合が用地的にも，価額的にも大きい等の

理由から，燃焼方式の選択に制限がある．

このため，中小型ボイラでは，ボイラの燃焼型式と

相性のよい石炭（適炭）を安定的に確保する必要があ

る．

流通機構を整備するにはこれらの要求に対応できる

ような石炭の品質を確保しておかねばならない．一定

品質の石炭を安定的に供給するには，大量でしかも多

くの炭種の中から混炭によって各種の銘柄を作り，適

炉と適炭を適切に組み合せて，石炭の効率配分を図り，

石炭ソースの拡大に努めなければならない．

（1）混炭の意義

混炭とは異なった成分をもった複数の石炭を物理的

に混合して，所定の成分の石炭を作り出すことで，混

炭により硫黄分，発熱量，燃料比等の調整を行う．

（2）混炭の効果

適炭は単一銘柄であることが望ましい．大口ユーザ

であれば石炭消費量が大きいこと，石炭の選択範囲

が比較的大きいこともあり，望ましい成分をもった銘
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柄を炭鉱（或はシッパー）と長期購入契約をして，こ

れらの石炭を大量輸送により安定的に確保することが

可能である．

しかしながら，石炭の選択範囲が狭く，かつ使用量

の少ない中小口ユーザでは，望ましい成分の石炭を単

一銘柄で安定的に確保することは困難である．

この対策としてとられるのが混炭による石炭成分の

調整である．例えば発熱量6,000Kcal/kgに設計さ

れているボイラに対して，発熱量5,000Kcal/kgの

石炭を効率よく使用することは出来ない．しかし，こ

の石炭と発熱量7,000Kcal/kgの石炭を混合して発

熱量6,000Kcal/kgの石炭を作れば,5,000Kcal

/kgの石炭を効率よく使用することが出来る．

発熱量の場合は，ボイラの設計値と多少の差があっ

ても使用し難い程度であるが，脱硫設備の付設されて

いないボイラ（中小型ボイラでは殆んど付設されて6な

い）にとって，石炭中の硫黄含有量は深刻な問題であ

る．すなわち，石炭の硫黄含有率が0.5％以下で環境

基準をクリアーするボイラに対して，0.5％以上の硫

黄分を含有している石炭はいかに燃焼性がよくても使

用することができない．0.5％以上の硫黄分を含有し

ている石炭を使用するには，硫黄含有率0.5％以下の

石炭と混炭して，硫黄含有率を0．5％以下にして使用

するほかない．このように混炭によって，単味では使

用出来ないか，または使用し難い石炭を比較的効率よ

く使用することができる．このように混炭は中小口ユー

ザの石炭供給ソースを拡大する効果がある．

（3）混炭の限界

混炭は複数の石炭を物理的に混合するにすぎないの

で，混炭の結果その組成が計算上単一銘柄炭と同様に

なったとしても，単一銘柄炭と類似した燃焼が期待さ

れるだけであり，全く同一の燃焼状態にはならない．

燃焼は個々の石炭粒子のそれぞれ固有の組成によって

行なわれる．例えば，高揮発分の石炭と低揮発分の石

炭を混炭して，工業分析上では中揮発分の石炭が得ら

れたとしても，この混合体が燃焼するときは，高揮発

分の粒子が先に，低揮発分の粒子は遅れて燃焼する．

しかしながら高揮発分の粒子と低揮発分の粒子を同時

に燃焼さすことにより，低揮発分の粒子の燃焼が高揮

発分の粒子によって助長され，全体的には低揮発分の

粒子は単味のときに比べてより良い燃焼をする．

灰分の場合，溶融温度の高い灰を含有している石炭

と溶融温度の低い灰を含有している石炭とを混炭して

も，灰の溶融温度は石炭に含有されている灰分固有の

－ 2 5－
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ものであり，燃焼時には，それぞれ固有の温度で溶融

し，スラッギング，ファウリングを発生する．しかし

この場合でも，溶融温度の高い灰によって，スラッギ

ング，ファウリング現象が減少される効果はある．混

炭によって作られた石炭の燃焼特性等を正確に知るに

は，混炭によって作られた銘柄について，必要な分析

等の調査をしなければならない．

（4）混炭方式

①スタッカーなどによる積付時の混炭

スタッカーによる積付時，一つのパイルに異種炭種

を混合するもので，シェブロンタイプとウィンドロー

タイプの二種が代表的方式である．

この方式は，一度に多品種のものを大量に均一化で

きる混炭方式で，海外積出港で多く採用されている．

この方式により所定の炭質に調整することは，かなり

の技術と相当のスペースが必要である．

②払出機の定量払出混炭

リクレーマ等の払出機により払出量を制御して，払

出運炭コンベア上，又はバンカなどへの投入時に混炭

を行うもので，本方式は設備が安く，従来の小規模石

炭火力発電所などで用いられているものである．本方

式による混炭精度は，払出機の払出精度によってほぼ

決まるが，通常リクレーマは払出量の変動が大きいた

め，高い混炭精度を求めることは困難である．

③混炭ホッパと定量切出装置による混炭

炭質の異なる石炭をそれぞれ別個のホッパに貯蔵し，

これらをコンスタントフィーダーなどによって，精度

よく切り出し運炭コンベア上で混炭する方法で，混炭

ホッパの数を混炭目的に応じて設置し，それぞれのホッ

パからの切出量を設定することにより，所定の炭質に

調質することができる．この方式は最も高い混炭精度

が得られる．

4．1標準化の必要性

現在，流通している石炭は殆んどが銘柄単位（原炭）

であり，中小口ユーザはそれに分級等簡単な加工をし

て燃焼している．これは丁度，石油で言うならば原油

で取引きされているようなもので，石炭の流通には石

油の流通における精油工程なしになされているような

ものである．その上石炭の価格はカロリーで定められ，

燃焼コストに大きな影響のある石炭の燃焼性，硫黄の

含有量及び灰の溶融温度等は殆んど考慮されていない．

このような状況では，良質炭でなくとも比較的問題

なく燃焼される炉で良質炭を使用し，良質炭でなけれ

ば燃焼上問題が生じるような炉で良質炭が不足するよ

うなことが生じ，石炭の効率配分が阻害される．

今後石炭の需要の増大（特に中小口ユーザ）に備え，

石炭流通の中に加工工程を加え，石炭の効率配分を図

る必要がある．

この場合，石炭をしてその所を得しめるために，用

途を経とし，石炭の効率配分を緯とした石炭の標準化

が必要である．

これにより，需要と供給の中で価格体系が醸成され，

適炭が適炉に配分され，石炭の効率利用が可能となる．

4．2一般炭の標準銘柄表

表2は前述の考えに基づいて石炭を分類したもので

ある．これらの銘柄炭は市場メカニズムにより，効率

配分が期待出来る．

すなわち，需要の多い良質炭は高価となり，比較的

品質の劣る名炭は安価となり，需給のバランスは見え

ざる手によって調整されることを狙ったものである．

また，一般炭がこのような銘柄で流通するようにな

ると，ボイラの設計炭をその標準銘柄の中から選ぶこ

とができるので，設計炭が安定供給されボイラの効率

燃焼が期待できる．

4．一般炭の標準化

表2一般炭の標準銘柄表

－26－

銘柄 用途

性 質

揮発分

(%）
硫黄分
(%）

灰

含有率(%） 溶融点(℃）
燃焼性 粉砕性

価格

A

B

C

微
粉
炭
燃
焼
炉

大型

中型

小型

小

中

大

大

中

小

大

中

小

中

中

吉
向

イ、

中

大

小

中

大

低

中

高

， セ メ ン ト 極4、 大 大 中 4、 4、 極低

E 流動層 小 大 大 低 4、 極小 低

F ストーカー 中 4、 中 高 中 4、 中
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表3配送パタ－ン

ノ、ターン

⑬

＆ ⑭
u：ユーザ

表4距離・配送別輸配送手段 が，これらは一車当りの配送量が10～15トンと小さく

配送コストは高いものとなる．また日中は交通渋滞等

のため配送能率が低下する．また配送距離によっては，

一日の運行回数が制約される．配送コストの低減手段

として次のことが考えられる．

①車の稼働率の向上

日中だけでなく夜間配送も行なう，また空車の運行

を減らす（灰の回収との組み合せなど)．

②車輌の軽量化

道路運送法により一車当りの重量が制限されている

(全重量20トン）ので車体の軽量化による積載量のアッ

プを図かる．

③ダンプの自動カバー設備の採用

（2）海上輸送の効率化

輸送距離，輸送量が共に大となれば，内航船による

輸送が陸上輸送よりも優位になってくる．しかし海上

輸送は気象条件により輸送の制約を受ける．

海上輸送の効率化の手段としては次のことが考えら

れる．

①適正船型による満載輸送

②荷揚げ時間の短縮

③帰り船の活用

③お手玉方式輸送

⑤運航・操作の自動化により乗員の減少

5．5石炭灰の回収

一般産業の石炭転換を円滑にするには，石炭灰の回

収，処理を石炭供給業者が実施することが必要である．

一般産業からの石炭灰は，多数のユーザから少量で，

かつ品質の異なった状態で排出される．これらの回収

に当っては，石炭輸送車の帰り車を利用し回収コスト

の低減を図らねばならない．また回収時において灰の

処理方法についても配慮しながら回収を実施しなけれ

ばならない．

例えば，フライアッシュがセメント混和剤として販

5．輪配送の整備

石炭の流通の中で最もコストのかかるものは配送で

ある．この配送をコストミニマムにすることは，流通

機構を整備する上で重要である．

5．1配送ルート

中小口ユーザへの配送ルートは，供給基地からユー

ザまでの距離,ﾕｰザの需要規模ﾕｰザの分布状況

により，各種の配送手段と配送ルートが考えられるが，

配送ルートを大別すると表3の4つのパターンがあげ

られる．また，各パターンの距離，配送量別配送手段

は表4のように大別される．

5．2配送圏

トラックの配送圏域は通常60～80kmである．供給

基地と中継基地との距離は，需要の分布や配送手段に

より異なるが，おLよそ100km以上300mまでが限度

である．

5．3配送手段

配送手段は，ユーザの石炭需要量，立地条件，受入

設備によって種々 のものが考えられるが，現状では，

短・中距離(100km以内）で，中小口ユーザ向けには

トラックが最も適している．中距離以上で，かつ大口

ユーザに適したものとしては鉄道輸送，または海上輸

送である．

5．4配送の効率化

（1）陸上配送の効率化

中小口ユーザへの石炭の配送は一般にダンプ，微粉

炭の場合はバルクローリ，トレーラー等が考えられる

－27－

1ケ所配送 巡回配送

供給基地

か ら の

直送

パターン②

1ヶ所の
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経由

パターン③ パターン④
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１
Ｊ
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①
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鉄道
トラック

鉄道
トラック

トラック

③ 供給→中継基地
船舶
鉄 道

トラック
鉄道
トラック

－

④ 中継基地→u
－ － トラ･ｿク トラック
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売できる場合は，フライアッシュとシリンダーアッシ

ュとを別々に回収するが，そうでない場合は，両者を

一緒に回収する．

6.IQ制度の概要と問題点

海外炭を輸入するには，輸入貿易管理令に基づき輸

入割当制度(IQ,ImportQuota)によらねばならな

い．輸入割当は必要最小限度の数量がユーザに割り当

てられる．

従って海外炭を輸入するには，ユーザが自ら輸入割

当申請手続きを行い自ら輸入するか，認可されたIQ券

をもって，海外炭輸入業者に委託する．しかし，使法

として，輸入数量割当申請手続きから輸入まで，すべ

てを輸入業者に委託することもできる．

6．1制度の概要

（1）石炭需給見通し

政府は，石炭の円滑な需給を図るため，毎年度石炭

の生産者及び消費者からその生産及びエネルギー需要

計画を聴取し，「需給見通し」を策定し，石炭鉱業審

議会需給部会の承認を得なければならない．

この「見通し」には，輸入割当限度数量も定められ

ており，輸入数量はこの枠内で行われる．もし，この

枠を越えて輸入しなければならない場合は，需給部会

の承認を得なければならない．

（2）輸入割当数量

輸入数量の割当てを受けるには，発注限度内示書の

交付を受けなければならないが，これには「輸入一般

炭発注限度内示書交付申請書」を資源エネルギー庁長

官に提出する．この申請者は石炭の最終消費者であっ

て，同長官が指定したものに限られる．

輸入一般炭発注限度数量は，申請者の生産数量とエ

ネルギー原単位からエネルギーの総使用量を算出し，

石炭の使用数量を定める．石炭の使用数量のうち一定

の割合は国内炭を引きとらなければならない．従って，

発注限度数量は石炭の必要量から国内炭の引取数量を

差引いたものとなる．

内示書の交付を受け海外炭を輸入したものは，毎月

10日までに，先月分の輸入一般炭納入実績報告書を同

長官に提出しなければならない．

6．2問題点

制度は国内炭の品質調整ないしは，国内炭の供給不

足を補うために，主として国内石炭生産者に輸入割当

をするものとして創設されたものであり，それを石炭

消費者に適用しているものである．電力，セメント業

エネルギー・資源

界のような大口ユーザであれば比較的問題はないが，

年間石炭消費量5千～5万トン程度の小口ユーザに適

用すると次のような問題が生じる．

（1）手続きの煩雑

輸入割当を受けるには前述の手続きをしなければな

らない．中小口ユーザが少量の石炭と輸入する毎に一

々前述のような手続きをするのは大変なことである．

また，輸入手続きは6ケ月前に行なわなければなら

ず，その後海外炭を手当てをしても，実際に石炭を入

手するには更に2～3ケ月を要する，現在のごとく経

済情勢の変化の激しい時に，中小口ユーザでこのよう

な前から石炭の使用量を計画することは困難でもある．

（2）均質な石炭の安定的確保困難

中小口ユーザが石炭を輸入するには，大口ユーザの

石炭と相積みして輸入する場合が多く，同一炭質のも

のを継続して安定的に入手することは困難であり，現

実には輸入毎に炭質の異なった石炭が輸入される．

このような事態に対処するには，混炭により望まし

い石炭を作り出すことが出来るが，中小口ユーザでは

炭質を調整するために，複数の石炭を輸入することは

不可能であり，独自では望ましい石炭を安定的に入手

することは困難である．

（3）一貫した輸入業務は困難

現在，海外炭の輸入は，ユーザ（電力，セメント業

等）及び輸入業者が実施している．今後，発生する中

小口ユーザの海外炭の輸入は，輸入業者が代行するこ

とになろうが，石炭の買付けは輸入業者独自の判断で

はなく，ユーザの依頼でなされる．このため，輸入時

期・炭質等はユーザ毎に異なり，数量も少量であるた

め，計画的な買付け，大量輸送等一貫した輸入業務が

出来難い．

（4）国内炭の引取り困難

中小口ユーザが一定割合の国内炭を引取るには，炭

質の面からも問題がある．国内炭は，一般に揮発分は

高いので燃焼面では問題はないが，硫黄分については，

一部のものを除いて含有量が多くそのま弘では使用出

来ない．

また，中小口ユーザの使用量を海外炭と国内炭を二

系統で配送することは，配送効率，受け入れ設備等か

らも問題がある．

6.3IQ制度の運用拡大

石炭の需給構造及び社会環境の変化に伴い，現行の

IQ制度は運用の拡大等制度の見直しをしなければ，中

小口エネルギーユーザの石炭転換は多くを望めない．

－ 2 8 －
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(1)IQ申請者に石炭総合供給業者の追加

大量輸送・炭質の調整は中小口ユーザ個々では不可

能であり，第三者が代行することとなろう．第三者と

しては，コールセンター業者及び今後CCS,CWM等

の需要拡大に伴って，事業が開始される石炭加工業者

等石炭の供給を業とし，かつその機能を充分果す能力

のあるもの（以下「石炭総合供給業者」と言う）に

IQ申請資格を与え，中小口向けユーザの海外炭を一括

加工，供給が可能となるようにする．

（2）効果

①スケールメリット

石炭総合供給業者は，企業努力により中小口ユーザ

の需要を集め，スケールメリットを活かし，輸入手続

き，海外炭の購入，輸送，加工，配送及び石炭灰の回

収・処理の効率運営が図れることになる．

これにより，中小口ユーザは適炭の即時納入体制が

整備され，今までの煩雑さから，解放されることが期

待出来る．

②国内炭引取りの合理化

国内炭の引取りについても，石炭総合供給業者が輸

入規模に応じて引取り，海外炭との価格及び品質の調

整を行ってユーザに一括配送することができる．

このことによりユーザは国内炭，海外炭を別々に手

当する煩雑さから解放されると同時に，自ら海外炭と

国内炭との品質を調整する必要もなくなり，国内炭の

流通が合理化される．

7．石炭総合供給業者

7．1定義

わが国において石炭供給をする場合，避けることの

出来ない制約がある．すなわち①石炭の供給ソースが

海外であること.②石炭には品質にばらつきがあるこ

と．③石炭は運賃負担力が少ないこと④石炭は燃焼

後に灰が発生すること等である．

これらの制約を克服する供給体制を作るには，次の

ような機能をもった石炭総合供給業者の存在が望まし

い．

・大型バース及び十分な貯炭場を所有又は占有して

いる

・総合的な加工（混炭．分級．微粉砕等）施設を所

有又は占有している

・灰処理機能を有する

7．2業務の内容

（1）海外炭の手当て
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石炭総合供給業者はサービスエリア内の需要量を想

定し，商機を逸することなく海外炭を手当し，最少の

コストで一括輸入する．この場合電力用炭のような大

口ユーザも供給の対象となれば，より大きなスケール

メリットが生じて，より有利な海外炭の手当て，より

効率的な輸送が可能となる．

（2）貯炭・加工及び配送

石炭総合供給業者は産炭国のストライキ等を考慮し

て，必要にして充分な貯炭を持ち，かつサービスエリ

ア内のユーザの求める炭質をスケールメリットを生か

して一括加工・調質し，ユーザの求めに応じて配送す

る．

（3）灰の有効利用

石炭総合供給業者は少なくとも自ら納入したユーザ

から発生する灰については，自らの責任において回収

・利用を図る．

以上の様な機能を持った石炭総合供給業者の存在に

よって，石炭ユーザ，特に中小口ユーザは，いわゆる

石炭デメリットから解放され，重油なみの燃焼が可能

となる．

8．まとめ

石炭の安定供給を目指すには，海外炭の輸入から石

炭灰の回収まで一貫したものが望ましい．これには石

炭総合供給業者またはその系列会社で責任体制を確立

し，ユーザの石炭手当，加工及び灰の処理について不

安をなくすることが大切である．

これには，大型港湾と大量の貯炭場を有し，海外炭

の受入れ業務を行なっているコールセンターに海外炭

の輸入業務・加工及び配送業務を付加して，一括し実

施されるのが最も現実的である．

これらの業務は分割すればする程効率は低下し，コ

スト高となる上に責任体制が不明確となり，ユーザへ

のサービスが低下する．
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